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広
報
て
し
か
が
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し

た
と
お
り「
第
５
次
弟
子
屈
町
総
合
計
画（
計

画
期
間
／
２
０
１
２
年
度
～
２
０
２
１
年

度
）」が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
計
画
で
は
、
10
年
後
の
ま
ち
の
将
来
像

（
基
本
構
想
）を「
水
と
森
と
人
が
共
に
輝
き
、

活
力
あ
ふ
れ
る
自
立
し
た
ま
ち
」と
し
、実
現

の
た
め
の
４
つ
の
基
本
目
標
と
２
つ
の
基

本
手
段
を
定
め
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
広
報
て
し
か
が
６
月
号
に
折
り
込
ん
だ

「
第
５
次
弟
子
屈
町
総
合
計
画【
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
版
】」で
、ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
将
来
、
ま
ち
が
こ
の
目
指
す
べ
き
姿
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
が
手
を
取
り
合

い
、
行
政
と
町
民
の
皆
さ
ん
、
関
係
機
関
な

ど
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
月
か
ら
数
回
に
わ
た
り
、
基
本
目
標
と

基
本
手
段
実
現
の
た
め
の
前
期
実
行
計
画

や
具
体
的
な
事
務
事
業
計
画
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

第５次弟子屈町総合計画体系図

基本構想（まちの将来像・地域コンセプト）

まちづくりの基本目標（まちの10年の計を考える）

まちづくりの基本手段（基本目標を達成するための下支え）

今月は、基本目標の１つめ「環　人と自然が共生するまちづくりを進めます」について、次ページから紹介します。 第５次弟子屈町総合計画の前期実行計画

まちづくりの柱
　ともに汗をかき進めるまちづくり／時代に即し、透明度の高い行政運営

まちづくりの柱
　人材育成・人づくり・人材の確保／まちづくりを支えるネットワークの形成・交流活動支援

まちづくりの柱
　学校教育の充実／社会教育活動の推進／文化・スポーツ活動の推進

まちづくりの柱
　保健医療体制の充実／地域福祉の充実／子育て支援／生活基盤の向上／安全・安心の確保

まちづくりの柱
　観光と農業を柱とした地域活性化の推進／雇用・新産業の創出／足腰の強い産業育成

まちづくりの柱
　自然環境の保全と活用／循環型社会の構築

10年後
みんなで輝くために

あなたの力が必要です
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まちづくりの基本目標

　本町は、65％が国立公園区域内にあり、摩周湖や屈斜路湖、硫黄山などの美しい湖や雄大な景観、川湯温泉や摩周

温泉、豊かな森林と水資源などの自然条件に支えられ、観光や農業を中心に発展してきました。

　豊かで恵まれた自然環境は本町に与えられた宝であり、地域の資源として次世代へ残していくことと健全に活用

していくことは、地域の持続的な発展を目指す私たちの使命です。

　自然環境を適正に保全・管理し、健全な活用を組み合わせ、人と自然が共生する循環型のまちづくりを進めます。

まちづくりの柱・施策（前期実行計画）・施策メニュー

守
る
自
然
と
活
用
す
る
自
然
と
の
調
和

適正な保護と活用のゾーニング

本町独自の土地・施設利用計画を策定し、自然地域の適正な

保護と活用を目的としたゾーニングを構築します。

自然地域の適正な保護や生活環境との調整を図りながら、農

地や森林の保全に向けた計画的な土地利用に努めます。

土地情報の管理
地籍調査の成果を、ゾーニングなど土地政策の基礎資料とし

て有効活用するため、地図情報のシステム化を進めます。

エコツーリズムの推進
豊かな自然環境を「保護」と「活用」により持続させるため、エ

コツーリズムを推進します。

環境教育の充実

各学校で定める環境教育全体計画により、児童生徒への環境

教育を推進します。

学校、企業・団体で、環境教育指導者の育成を図ります。

野生動植物対策

野生動植物との共生に向け、有害駆除の実施や、食材などへ

の有効活用を図ります。

町内に生息・自生する希少種と外来種について、現状把握を

行い、対策を講じます。

森林保全に必要な業務施行・地域活動を支援し、森林の保全

と活用の推進を図ります。

間伐材の活用など収益事業の創出などにより、森林経済基盤

を安定させて、森を守ります。

植樹祭などの森林づくり活動を継続して実施し、森林に対す

る興味・関心の高揚を図ります。

森林資源の保全と活用

保全と活用の担い手の育成

環境保全をエコツーリズムやグリーンツーリズムによる観

光振興と連動して推進するために、マイスター制度やガイド

育成などによる人材育成を図ります。

施策 施策メニュー

屈斜路湖の適正利用

屈斜路湖の自然環境を保全するため、町民・関係機関・受益者

など多様な関係者による検討を進め、適正利用のルールを確

立します。

魚の枯渇を防ぐため、放流事業を継続して実施します。

環境保全への意識を高めるため、研究機関による調査結果や

公害に関する知識の普及啓発に努めます。

河川や湖への排水流入の低減に努め、町の水環境の保全を図

ります。

屈斜路湖の水質調査を継続して実施し、酸性化などの現状把

握や水質汚染の監視に努めます。

大気・水・土壌の汚染対策

協働方針

適
切
な
風
景
形
成
の
推
進

統一感を持った全体風景指針づ

くり

景観法・北海道景観条例など関連する法令に即した景観施策

の見直し・策定を進めます。

優れた自然景観と調和の取れた農業景観を創出するため、景

観緑肥作付けや農家沿道の景観づくりを推進します。また、

農地の荒廃を防止するため、農業関係機関との連携体制を強

化し、離農や耕作放棄地、未立木地の発生を食い止めます。

景勝地の保全と整備

摩周湖世界遺産活動や阿寒国立公園名称変更に関する今後

の方針について、検討を進めます。

施策 施策メニュー 協働方針

研究機関による摩周湖、屈斜路湖に関する学術的調査を継続

して支援し、調査結果の公開周知・活用に努めます。

阿寒湖国立公園計画の施設計画などに即した景勝地の保護

と利用施設の整備、活用に努めます。

施策 施策メニュー 協働方針

守
る
自
然
と
活
用
す
る
自
然
と
の
調
和

用語の説明

�ゾーニング／用途地域の指定など、地域・地区によって土地の利用
を面的に規制していくこと。
�エコツーリズム／自然環境のほか、文化や歴史などを観光の対象
としながら、その持続可能性を考慮する旅行やレクリエーション。
�グリーンツーリズム／緑豊かな農山漁村地域で、自然や文化、人々
との交流を楽しむ、滞在型の旅行やレクリエーション。

�マイスター制度／特定分野において、職人やプロフェッショナル
（専門家）などを認定する制度。
�景観緑肥／緑肥とは、栽培している植物を収穫せずにそのまま田
畑にすき込み、植物と土を一緒にして耕して、跡から栽培する作物
の肥料とすること。景観緑肥は、ヒマワリやコスモス、シロカラシ
など、景観に配慮した緑肥のこと。

町民の皆さんと行政がこれまで
以上に協力しながら進める協働

町民の皆さんの協力や参画を得
て、主に行政が取り組む協働

協働方針について

昨年川湯中学校で行われた環境学習毎年行っている屈斜路湖への魚の放流事業景観緑肥のヒマワリ

※下線部分については、５ページ下「用語の説明」参照。
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自
然
資
源
の
有
効
活
用

新エネルギーの活用

「弟子屈町地域エネルギービジョン」を推進し、雪氷冷熱エネ

ルギーや太陽光発電システムなど、多様な新エネルギー活用

の実現を図ります。

家畜ふん尿のメタンガス化によるバイオマスプラントの実

現化を目指します。

温泉・地熱の活用

豊富な地域資源である温泉・地熱を利用したエネルギー設備

の導入制度を検討し、多様な利活用の実現を図ります。

ハウス栽培など、温泉・地熱の産業利用について支援を図り

ます。

施策 施策メニュー 協働方針

水資源の活用

町内の水資源の把握を行い、保全や利活用に向けた取り組み

を進めます。

良質な水道水など、豊富な地域資源である水を活用した新事

業の確立について検討します。

環
境
負
荷
の
軽
減

３Ｒの推進と適正な廃棄物処理

町民や事業者へのごみ減量化に向けた意識の向上を図り、ご

みの発生抑制に努めます。

リサイクル資源の適切な回収や分別の徹底について、周知・

啓発活動を推進します。

不燃ごみについて、関係自治体との広域処理化を検討します。

不法投棄対策として「自然の番人宣言」事業所のさらなる拡大

をはじめ、各種普及啓発を推進します。

施策 施策メニュー 協働方針

省エネルギーの推進

省エネルギー活動の先導的役割として、公共施設（建物、街路

灯など）の省エネ改修や、公用車のエコカーへの更新を積極的

に推進します。

一般家庭や民間事業所に対し、省エネルギーの普及啓発を推

進するとともに、省エネルギー設備の導入支援制度の構築を

図ります。

熱源としての再利用に活用するため、農協と連携し、農業用

廃プラスチックの適正処理を推進します。

用語の説明

�雪氷冷熱エネルギー／天然の雪や氷を断熱設備のある貯雪氷庫に
貯蔵して冷蔵・冷房を行ったり、寒冷な外気を取り入れて氷を作
り、その冷熱をエネルギー利用したりすること。
�バイオマス（エネルギー）／家畜ふん尿など生物由来の再生可能な有
機性資源。これを燃料などに活用したエネルギーがバイオマスエ
ネルギー。
�バイオマスプラント／各種バイオマスエネルギーを生成する工場。
�３Ｒ／Reduce（リデュース：減らす）・Reuse（リユース：繰り返し使う）・

Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字を取ったもので、廃棄物を
削減し、循環型社会を構築していくためのキーワードとして広く
導入されている言葉。
�自然の番人宣言／管内の市町村が一丸となって不法投棄などへの
対処や、子どもたちへの環境教育に取り組む運動を「自然の番人」運
動といい、市町村や学校、事業所などが運動に取り組むことを宣言
すること。釧路管内８市町村は、平成18年３月に運動実施の調印を
行った。

問い合わせ先／役場企画財政課企画係☎４８２‐２９１３（課直通）

総会であいさつする德永会長

熱心に語る講師の山田さん

200人の聴衆を前に講演を行う村木さん

※下線部分については、下の「用語の説明」参照。


